
 

 

令和７年度長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修 募集要項 

 

 

１ 研修目的 

本研修は、県内の介護施設等（介護保険法第 8 条各項に規定される事業を行う施設・

事業所、老人福祉法第 5条の 3に規定される「老人福祉施設」及び同法第 29条に規定さ

れる「有料老人ホーム」をいう。以下同じ。）の従事者や管理者を対象に、高齢者虐待

防止法の趣旨の理解、身体拘束廃止の推進等、利用者の権利擁護の視点に立った介護に

関する実践的手法を修得させることにより、介護現場での権利擁護の取組を推進し、指

導する人材（権利擁護推進員）を養成することを目的とします。 

 

２ 主 催 

   長崎県 

 

３ 受講対象施設 

（１）居宅サービス事業所 

   居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所（訪問

リハビリテーションを含む。）、居宅療養管理指導を行う事業所、通所介護事業所、通

所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、

特定施設入居者生活介護事業所、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所 

（２）地域密着型サービス事業所 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護事業所（看護小規模多機能型居宅介護

を含む。）、認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護事業所 

（３）施設サービス及び老人福祉施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

 

４ 研修種別及び対象者等 

（１）基礎課程 

  ア 目的 

権利擁護の理念を再確認し、権利擁護の視点に立った介護の基本的な考え方、高

齢者との関わり方を修得することを目的とします。 

  イ 日数・実施回数 

（講義・演習）１日間、年２回 

  ウ 対象者 

     介護施設等において介護等に従事する方で、介護の実務経験が概ね３年未満の方 

  

（２）実践課程 

  ア 目的 

専門知識と実践技術を修得し、権利擁護に関する研修等を計画し、指導者として

活動できる人材を育成することを目的とします。 

  



 

 イ 日数・実施回数 

前期（講義・演習）２日間、（自施設実習）６０日間、後期（報告会）１～２日間、

年１回 

  ウ 開催方法 

     実践課程（前期・後期）は、対面方式による開催になります。 

     ※後期については、インフルエンザ等の感染拡大による開催に影響がある場合は、      

オンライン方式（Cisco Webex Meetings）へ変更し開催する場合もあります。 

      オンライン方式による修了条件につきましては、（３）管理者課程の（オ）修了

条件と同様になります。（３）管理者課程の（オ）を参照ください。 

  エ 対象者 

(1)の基礎課程修了者で、所属の介護施設等において、指導的立場から権利擁護を推

進することができる方 

  オ 実践課程修了者 

 厚生労働省の定める「権利擁護推進員養成研修（令和 6 年 3 月 29 日付老発 0329

第 2号）」と同等の研修を修了したものとします。 

 

（３）管理者課程 

  ア 目的 

介護施設等の経営者、管理者として、権利擁護とリスクマネジメントのあり方を

理解し、組織全体で権利擁護に取組み、介護サービスの質を向上させることを目的

とします。 

  イ 日数・実施回数 

（講義等）１日間、年２回（入所系施設と在宅系事業所に分けて開催） 

ウ 開催方法  

オンライン方式（Cisco Webex Meetings）による開催 

  エ 対象者 

     介護施設等の経営者、管理者（施設長等）及び事務局長、またはこれらの者を代

理・補助する方 

    （注）県が実施した「高齢者権利擁護推進員養成研修」の受講の有無は問いません。 

  オ 修了条件 

     オンライン受講による研修修了者として修了を認める条件としては、県の案内す

る研修前後のアンケート提出をもって受講者とみなし、修了証書を発行します。

また、期日内にアンケートの回答がいただけなかった場合、修了証書の発行は行

いませんので、ご注意ください。 

 

５ 受講料 

   各課程とも無料。ただし、受講に必要な交通費･昼食代等は、各自負担となります。 

 

６ 研修日程・会場・定員・申込期間等 

別紙「研修日程等一覧」のとおり 

（注）日程・会場等、調整中のものについては、決まり次第、長崎県ホームページ内

の長寿社会課・権利擁護推進員養成研修のページ（以下「県ホームページ」と

いう。）に随時掲載します。 

 

７ 研修の申込方法 

県ホームページの研修申込からお申込みください。定員に達した時点で、申込受付は

終了となります。 



 

 

８ 受講決定 

 申込受付順に受講者を決定し、介護施設等あてに電子メール又はＦＡＸで受講の可否

を通知します。受講決定通知書（受講票）は、研修当日まで大切に保管し、受付の際に

提示してください。 

 

９ 事前課題の提出 

 事前課題の提出が求められている場合は、受講決定通知後、指定する提出期限までに

県ホームページから長寿社会課へ提出するとともに、研修当日、持参してください。 

※ 課題様式は、県ホームページからダウンロードできます。 

 

10 研修の延期・中止 

   悪天候、災害等により研修を延期又は中止する場合は、研修日前日の正午までに県ホ

ームページでお知らせします。 

 

11 修了証書の交付 

   各課程において、全カリキュラムを受講、且つ、課題（管理者課程は研修前後のアン 

ケート）を提出された方に対し、修了証書を交付します。 

 

12 その他 

（１）弁当の手配や受講者用駐車場の確保はいたしません。各自で昼食をご準備ください。 

（２）研修会場は、受講者の体調に合わせた室内の温度調整ができませんので、温度調整可

能な服装でお越しください。 

（３）会場で体調不良であることが見受けられた方には県職員からお声かけの上、状況によ

ってはご退席をお願いする場合があります。また、体調がすぐれない方はお近くの職

員までお声かけください。 

 

13 研修に関する問い合わせ先 

   長崎県長寿社会課 地域包括ケア推進班 電話：０９５－８９５－２４３４ 


